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2023 年 5 月 10 日

4 種登録チーム代表者

チーム感染対策責任者各位                  

(一社)山梨県サッカー協会 4種委員会

委員長 鈴木和幸

【新型コロナ感染対策の見直しについて】

日頃より(一社)山梨県サッカー協会 4 種委員会の事業にご理解、ご協力賜りまして御礼

申し上げます。

5 月 8 日に感染症法上の位置づけが「5 類」へと変更されたことを踏まえ、今後の 4 種委

員会の対応について下記の通り通知いたします。

皆様には、長期間の新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り誠にありが

とうございました。今後とも子どもたちの安全安心を第一としたサッカー環境を守る為に

宜しくお願い申し上げます。

【基本的対応】

1．マスクの着用については個人の判断に委ねます。

2．発熱や咳などの症状があり体調がよくない場合は参加しないようにしてください。

3．「健康チェックシート」及び「参加承諾書」は廃止いたします。

4．「感染対策責任者」は廃止いたします。

5．万一新型コロナや季節性感染症等により大会不参加となる場合は、地区理事及び 4 種委

員長へ報告してください。

【保護者観戦】

■人数制限、声出し等の制限はなくなりました。但し観戦ゾーンや駐車台数等については

制限する場合があります、会場責任者の指示に従ってください。

【公式戦時に行われるフレンドリーマッチについて】

■公式戦時に行うフレンドリーマッチにつきましては、新型コロナ感染対策上の制限は廃

止いたします。会場利用時間や定められた試合数、選手のオーバートレーニングなどに

留意し、会場運営チームとともに予めスケジュールの設定を行ってください。

以上
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【参考】

5 類移行後も有効な感染対策(山梨県総合情報)が示されています、チーム活動や日頃の予

防に参考としてください。

山梨県／新型コロナウイルス感染症 5類移行について (pref.yamanashi.jp)

○マスク着用

個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とします。

一定の場合（医療機関受診時、高齢者施設等訪問時など）にはマスク着用を推奨します。

○手洗い等の手指衛生・換気

一律に求めることはしませんが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、

引き続き有効です。

○「三つの密」の回避・人と人との距離の確保

一律に求めることはしませんが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、

換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避ける

ことが感染防止対策として有効です。（避けられない場合はマスク着用が有効）

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う本県の対応

現時点での対応であり、今後変更の可能性もあります。


